
「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」報告書のとりまとめについて  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局  

家庭福祉課  

○設置の経緯等   

近年、児童自立支援施設の状況をみると、入所している子どもの長期的減少傾向が  

続く中、一方では、虐待を受けた経験や発達障害等を有する子どもの割合が増加する  

傾向にあり、また、寮舎の運営形態においては多数を占めていた伝統的な小舎夫婦制  

が減少し、交替制ヘシフトする施設が増えるなど、施設の様相が大きく変化しつつあ  

る。また、相次いだ年少少年による重大事件への対策として、従来、14歳未満の触  

法少年等について古ま児童自立支援施設等の児童福祉領域が対応してきたものを、少年  

院における処遇にも道を拓くことに改めようとするなどの少年法及び少年院法の改  

正の動きがある。   

児童自立支援施設は、 このような変化や動向の中で、改めてその存在意義が問われ  

ており、将来を見据えた今後のあるべき方向について根本的な見直しをすべき時期に  

きていることから、「児童自立支援施設のあり方に関する研究会」（座長 津崎哲郎花  

園大学社会福祉学部教授 別紙）を設置，   

本研究会においては、児童自立支援施設機能の充実・強化などについて、幅広い専  

門的見地から8回に亘り議論・検討を重ね、2月28日に報告書がとりまとめられた。  

○報告書のポイント   

・児童自立支援施設における支援については、子どもの健全な発達・成長のための   

最善の利益の確保など子どもの権利擁護を基本として、子どもが抱えている問題性   

の改善・回復や発達課題の達成・克服など、一人ひとりの子どものニーズに応じた  
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きめ細かな支援を実施することが重要。   

こうした認識の下、①施設における自立支援機能の充実・強化、②施設の運営体  

制の充実・強化、③関係機関等との連携、④児童自立支援施設の将来構想について、  

当面早急に取り組むべき課題や方向性を整理したもの。  

＿」＿、・l  自立支援機能の充実・強化  

（1）支援技術・方法について  

については、子ども自身や親（保護  

者）の意見・意向も聴きながら、定期的か1）必要に応じてケース検討会議などを開  

催するといった児童自立支援施設と児童相談所との協働による計画策定のための  

システムづくりを行うことが必要。  

露については、支援技術・方法の向上を図るべく、個々の子どもの特性・ニーズに  
適合した支援方法や問題性に対する効果的な改善・回復方法などの検討や精緻化、  

専任医師の配置や外部の医療機関との連携・協力体制などの整備、常勤の心理療法  

担当職員の複数配置や心理療法室の設置などが必要。  

については、加  

害行為を行った子どもについて、自らの行った非行について振り返りを行い、きち  

んと向き合うことが自立の上で必要であるとともに、被害者への配慮という観点か  

らも重要。取組に当たっては、子どもの心の成長・発達状況などを慎重に見極め、  

状況に応じて、実施内容・方法、実施スタッフを決めることが重要。また、少年院  

における取組の成果の活用や児童自立支援施設のこれまでの実践の検証・評価など、  

充実に向けた検討・研究が必要。  

については、子どもが地域社会で自立した生活を送るため  

の支援体制が必要であり、児童相談所、学校、市町村、要保護児童対策地域協議会、  

児童委員・主任児童委員、自立援助ホーム、職業指導等を行う里親、地域の任意団  

体・NPO等と連携して取組むことが必要（）  

については、児童相談所との連携・協力が  

重要であり、親（保護者）子への支援の内容・方法、関わり方について、充分な意  

思疎通・連携を図り、取組むことが必要。また、被虐待経験等を有する子どもの場  
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合には、親（保護者）自身や親（保護者）子関係を支援・調整の対象とするケース  

があり、児童相談所等の関係者をはじめ、医療・心理・福祉等の施設スタッフが緊  

密な連携を図り、それぞれの機能に応じた役割を担い、支援・援助を行うことが必  

要。  

こついては、施設は、子どもの権利擁護を基本にすえ  

た運営理念・基本方針を明確にし、研修等により職員全員に徹底するとともに、権  

利擁護を推進するための計画の策定と実施が必要。  

（2）学校数育について  

こついては、学校教育の実施の積極的な促進、子どもに応じた  

個別の学習プログラム・教育計画に基づく個別支援の充実、地方公共団体の所管部  

局や教育委員会、前籍校（原籍校）などとの緊密な連携が必要。また、学校教育導  

入後のこれまでの実施状況について検証・評価を行い、あり方についての検討が必  

要。  

（3）施設機能の拡充について  

については、施設がこれまで蓄積してきた非行相談等の知見や経験を生  

かし、地域の子どもの非行や生活について相談援助を実施し、社会的な要請に応え  

ていくことへの期待は大きく、施設との連携が可能な場所に児童家庭支援センター  

などを設置し、相談援助を行うような取組が考えられる。  

こついては、今後、充実を図っていくためには、例えば靡斤直後の  

子どもを家庭から一定期間施設に適所させて、家族調整などを行いながら円滑な社  

会生活への移行を図るような取組などをモデル的に実施していくことが必要。ま  

た、通所支援の多様化を視野に入れた適所支援ニーズの把握やあり方についての検  

討が必要。  

匡二  施設の運営体制  

（1）施設長・児童自立支援専門員等の資格要件と人事システムについて  

こついては、児童自立支援施設の長な  

どの管理職に対する研修の義務化や資格要件に児童相談所の児童福祉関係経験者  

を加えて専門性を確保することが必要。また、地方公共団体は、児童自立支援施設  

等の児童福祉関係経験者の一定期間継続した配置への配慮が必要であり、国におい  
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ても地方公共団体に対する助言・指導が必要。  

こついては、児童福祉  

に関係したことのない職員が任用されることのないよう児童福祉施設最低基準の  

改正、国立児童自立支援施設における碗修等の充実、児童自立支援専門員資格の取  

得に向けた支援等を行っていくことが必要。また、機能が充実している施設を有す   

る地方公共団体や国立児童自立支援施設から、地方公共団体のニーズに応じて、一  

定期間出向させる仕組みをつくることなどが求められる。地方公共団体は、経験の  

蓄積により、より専門的で効果のある支援が図られるよう在任期間について考慮す   

ることが必要。  

（2）寮舎の運営形態について  

については、家庭的な形態の小舎夫婦制  

の維持・強化を図っていくことが重要であり、幅広い人材を対象とした養成や小舎  

夫婦制における参考事例のとりまとめなど、小舎夫婦制の人材確陳朝哉員の養成を  

強化していくことが必畏また、将来的に、非行少年に対する養育を行ってきた専  

門里親を活用する仕組みの検討が必要。  

拷問については、交替制に移行する際は、子どもの  
発達保障という観点からの検討を尽くし、子ども集団の構成・適正規模や居室等の  

生活環境に配慮するとともに、子どもの諸ニーズに適切に対応できる職員体制の整  

備が重熟また、すでに交替制で運営を行っている施設の視察や研修派遣の取組が  

求められ、国においては、職員間の連携・協働のあり方などについての参考事例の  

収集や提供が必要⊃  

（3）設置運営主体について  

については、児童自立支援施設は、家庭裁判所の保護処分  

により入所してくる子どもや自傷・他害を伴う行動傷害を有する子どもなども入所  

しているなど極めて公共性の高い施設であり、子どもに対する適切な対応を図って  

いくためには、施設運営の安全性・安定性・継続性に加えて職員の専門性の確保が  

不可欠である。運営の民営化を検討の視野に入れる場合には、少年非行対策へのス  

タンス、公としての責任・対応、民営化する場合の施設機能の維持・弓封ヒなどの検  

討が必要であり、特に、財政的基盤のあり方、現行と同等以上の支援の質を確保す  

るための人的配置、公的支援・連携システム、とりわけ、運営に支障が生じた場合  
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の設置者としての責任を持った回復・サボーート体制などの諸課題を満たすことがで  

きるのかどうかについての検証が不可欠。  

匡  関係機関等との連携  

（1）児童相談所との連携について  

については、児童自立支援施設と児童相談所の双  

方の専門性の向上が図られるとともに、児童相談所と緊密に連携して、入所の円滑  

化、親（保護者）への関わり方、退所後のアフターケアの充実を図っていくことが  

必要。相互理解を深め、信頼関係の構築を図るためには、積極的に人事交流や合  

同研修などを行うことが必要。  

（2）学校t市町村等地域との連携について  

こついては、学校教育の導入の推進や教育  

内容の充実を図るためには、地方公共団体の所管部局と教育委員会との連携、被  

虐待経験や発達障害等を有する子どもなどが適切な診断を受けるための医療機関   

との連携、家庭復帰後のフォローアップ体制を構築する上での地域の関係機関と  

の連携を深めることが重要。  

（3）児童福祉施設・少年院との連携について  

こついては、児童自立支援施設と少年  

障訪目互において、それぞれの支援技術・方法や連携のあり方についての情報交換、  

共同研究、合同研修、人事交流を行うことが必要。また、子どもの退所先として児  

童養護施設の地域小規模児童養護施設や巨「立援助ホームを活用するなど新しい連  

携の仕組みを検討していくことが必要。  

（4）家庭裁判所・警察との連携について  

こついては、児童自立支援施設と家庭裁判  

所が情報交換等により相互理解・認識を深めておく必要があり、裁判官や調査官と  

の定期的な連絡会・合同研修会の開催や時には事例検討会を行うなど、連携・協力  

体制を構築していくことが重要。また、児童相談所などとともに行う警察との連携  

は、地域における子どもの健全育成、非行の防止及びその啓発はもとより、退所し  

た子どもの立ち直りを見守る上でも重要であり、地域における児童福祉の観点から  

協力・連携体制の充実が必要。  
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（5）児童自立支援事業に関する広報・啓発について  

としては、児童自立支援施設の  

実践や児童自立支援事業について国民一般に理解をしてもらうことが必要であり、  

児童自立支援施設の実践等を紹介する出版物の定期的な発刊、あるいはホームペー  

ジの開設などにより広報啓発を行うことが必要。  

4．児童自立支援施設の将来構想  

（1）各児童自立支援施設の地域におけるセンター化及びブロックの設定について  

としては、将来的に  

は、各施設に少年非行全般への対応が可能となるセンター機能を設け、非行などの  

行動上の問題のある子ども、支援の難しい子ども等に対して総合的な対応ができる  

センター施設として運営していくことが望まれる。また、地方公共団体の範囲を越  

えた地域ブロックを設定し、ブロックごとの連携・支援システムにより特徴ある施  

設運営や取組が期待される。  

（2）国立児童自立支援施設の総合センタ→とについて  

としては、国立児童自立支援施設は、支  

援技術・方法の開発や精緻化及び相談・適所・短期入所・一時保護機能の拡充など  

についてのモデル実施など、機能の充実・弓封ヒに向けた積極的な取組が必要。また、  

人材の養成や派遣、及び現在のニーズに対応できる職員の専門性の強化のための養  

成・研修機能の充実・強化が必要。さらに、児童自立支援事業などの児童福祉や少  

年非行に関する情報発信センターとしての機能が求められる。  

○以上を踏まえ、児童自立支援施設は、子どもの健全な発達・成長のための最善  

の利益の確保を目指し、取り組むべき課題について着実に一つ一つ解決し、具体  

的な成果を上げることが期待される。その上で、今後の取組の状況や将来構想を  

踏まえつつ、継続的に検討を行いながら、児童自立支援事業を推進していくこと  

が必要b  
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